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はじめに 

 

情報化施工は、調査、設計、施工、維持管理という建設生産プロセスのうち「施工」に注目し、

各プロセスから得られる電子情報を活用し、高効率・高精度な施工を実現するものであり、さらに、

施工で得られる電子情報は、他のプロセスでも活用することによって、建設生産プロセス全体にお

ける生産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステムである。 

近年は国土交通省で打ち出された「i-Construction」のトップランナー施策として「ICT の全面

的な活用（ICT 土工）」が示され、レーザーで距離の測定を行えるトータルステーション以外にも、

面的な広範囲の計測が容易なレーザースキャナー技術や無人航空機を用いた空中写真測量について

も利用が急速に進んでいる。これらの技術は広域な範囲を効率良く計測可能な一方で、計測準備作

業に多くの手間を費やすことや、高価な機材が必要となる。 

また、ICT 建設機械の施工履歴データから出来高数量算出を行う場合は、計測作業そのものを省

略でき、その効果は大きいが、ICT 建設機械で施工することが前提となり、活用場面は限定される。 

このような状況の下、新たに自己位置・姿勢情報をリアルタイムに把握可能な移動体による３次

元点群計測技術が施工現場で活用され始めている。ICT のさらなる活用拡大による生産性向上のた

め、これら技術の現場で利用可能な新しい技術の基準改訂が求められている。 

地上移動体によるステレオ写真測量は、地上移動体に固定したデジタルカメラによりステレオ写

真を撮影し、撮影したステレオ写真から生成した３次元点群データと、ステレオ写真撮影時に取得

した自己位置・姿勢情報を用いて現場座標系の点群データを取得する技術である。この技術では計

測時に標定点を設置する必要がなく、計算時間も短いため、１回の計測範囲は狭小であるが、作業

工程に応じた部分的な計測も可能であり、測量作業の効率化が期待できる。 

そこで、ステレオ写真測量（地上移動体）の精度検証を行ったうえで、出来高部分払いの数量

算出に利用できるようにすることで、既済部分検査での出来高計測を簡略化することを可能とする

ための一連の手順を「ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた土工の出来高算出要領（案）」と

してとりまとめたものである。 

今後、現場のニーズや本技術の活用目的に対し、更なる機能の開発等技術的発展が実現されるこ

とが期待され、その場合、本管理要領も適宜内容を改善していくこととしている。 
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第１章 総則 

１－１ 目 的 

本要領は、出来高部分払方式における出来高算出方法の簡素化を目的に、ステレオ写真測

量（地上移動体）による簡便な土工の出来高算出方法をとりまとめたものである。 

【解説】 

これまで土工の出来高算出は、管理断面毎に出来形部分の幅、法長、高さ、距離等を現地で計

測し、土木工事数量算出要領（案）に基づき、平均断面法により算出してきた。 

近年、無人航空機（ＵＡＶ）やレーザースキャナーを用いた地形等の計測が急速に普及し、点

群データ処理ソフトや３Ｄ－ＣＡＤを用いれば、点群データから面データを作成することが容易

になってきている。 

ステレオ写真測量（地上移動体）では、被計測対象の地形のステレオ写真を撮影し、写真測量

ソフトウェアにより数値化を行い、生成された３次元点群データから出来形部分に対応した点群

を抽出して面データ化し、起工面と比較を行えば、現地を計測することなく容易に土工の出来高

数量を求めることができる。 

しかし、ステレオ写真測量（地上移動体）は計測対象点を指定した計測が出来ないことや１回

の計測範囲が狭いことから、抜けのない写真撮影が必要である。また、写真撮影後、ソフトウェ

ア上で大量のデータ処理を要することから、従来の巻尺・レベルまたはレーザースキャナー、無

人航空機（ＵＡＶ）を用いた方法とは異なる手法を明確に示す必要がある。 

本要領では、上記の地上移動体によるステレオ写真測量と各種ソフトウェアを利用した土工の

出来高算出方法を示すとともに、点群データ処理ソフトウェアの計算結果をそのまま数量として

採用することを規定し、出来高部分払方式における出来高算出方法の簡素化を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－１ ステレオ写真測量（地上移動体）による土工の出来高算出フロー 
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１－２ 適用の範囲 

本要領は、出来高部分払における土工の出来高数量を算出する場合に適用する。 

 

【解説】 

本要領の対象は、下図の実線部分である。 

 

 

 

 

 

 

図 １－２ 本要領の対象となる業務範囲 
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１－３ 用語の説明 

本要領で使用する用語を以下に説明する。 

 

【ステレオ写真測量】 

ステレオ写真測量は、同一箇所を異なる位置から撮影した複数の写真（これをステレオ写真

という）を用いて、写真測量の原理に基づき３次元座標値の取得が可能な作業である。 

 

【地上移動体】 

地上移動体は、ＧＮＳＳ（衛星測位装置）やＴＳ（トータルステーション）を利用し自己位

置情報を取得、また、搭載したＩＭＵ（慣性測量装置）や傾斜センサにて姿勢情報を取得し、

地上を移動することができるものである。 

 

【ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System／汎地球測位航法衛星システム）】 

人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称。米国が運営する GPS

以外にも、ロシアの GLONASS、ヨーロッパ連合の Galileo 、日本の準天頂衛星（みちびき）

が運用されている。 

 

【ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（リアルタイムキネマティック）】 

ＲＴＫとは、リアルタイムキネマティックの略で、衛星測位から発

信される搬送波を用いた計測手法である。既知点と移動局にＧＮＳＳ

のアンテナを設置し、既知点から移動局への基腺ベクトル解析により、

リアルタイムに移動局の座標を計算することができる。 

 

【ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ】 

ＲＴＫ－ＧＮＳＳで利用する基地局を仮想点として

擬似的に作成することで、基地局の設置を削減した計

測方法のこと。全国に設置された電子基準点のデータ

を元に、移動局の近隣に仮想的に基地局を作成し、基

地局で受信するデータを模擬的に作成する。これを移

動局に配信することでＲＴＫ－ＧＮＳＳを実施可能と

なる。このため、既知点の設置とアンテナは不要だが、

仮想基準点の模擬的な受信データ作成とデータ配信、

通信料に関する契約が別途必要となる。 

 

【キネマティック法】 

キネマティック法とは、図のようにＧＮＳＳ受信機を固定点に据

付け（固定局）、他の１台を用いて他の観測点を移動（移動局）しな

がら、固定点と観測点の相対位置（基線ベクトル）を求める方法で

ある。 
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【ＴＳ】 

トータルステーション（Total Station）の略。１台の機械で角度（鉛直角・水平角）と距離

を同時に測定することができる電子式測距測角儀のことである。計測した角度と距離から未知

点の座標計算を瞬時に行うことができ、計測データの記録及び外部機器への出力ができる。標

定点の座標取得、及び実地検査に利用される。 

 

【ＩＭＵ】 

ＩＭＵ（慣性計測装置）とは、Inertial Measurement Unit の略。三軸の傾きと加速度を計

測することにより、計測器の相対的な位置と姿勢を計測するものである。 

 

【ＴＩＮデータ】 

ＴＩＮ（不等三角網）とは 、Triangular Irregular Network の略。ＴＩＮは、地形や出来

形形状などの表面形状を３次元座標の変化点標高データで補間する最も一般的なデジタルデ

ータ構造である。ＴＩＮは、多くの点を３次元上の直線で繋いで三角形を構築するものである。

ＴＩＮは、構造物を形成する表面形状の３次元座標の変化点で構成される。 

 

【計測点群データ（ポイントファイル）】 

ステレオ写真測量（地上移動体）で計測した地形や地物を示す３次元座標値の点群データ。

CSV や Landxml などで出力される点群処理ソフトウェアなどでのデータ処理前のポイントの

データである。 

 

【写真測量ソフトウェア】 

撮影したステレオ写真から写真測量の原理に基づき３次元図化を行い、地形や地物の座標値

を算出するソフトウェアである。 

 

【点群処理ソフトウェア】 

ステレオ写真測量（地上移動体）で計測した計測点群データから樹木や草木、建設機械や仮

設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群を、さら

に出来高数量算出基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点群にＴＩＮを配

置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。 

 

【出来高算出ソフトウェア】 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データ、あるい

は点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアであ

る。 

 

【工事基準点】 

監督職員より指示された基準点を基に、受注者が施工及び施工管理のために現場及びその周

辺に設置する基準点をいう。 
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【出来形部分】 

施工の完了した部分をいう。  

 

【出来高】 

出来形部分に相応する請負代金相当額をいう。 

 

【出来高数量】 

出来形部分の数量をいう。 
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１－４ 施工計画書 

ステレオ写真測量（地上移動体）を数量算出に活用する場合、機器構成とステレオ写真測

量の計測精度確認計画を施工計画書に記載する。上記以外の項目については、現行の掘削ま

たは盛土工の施工計画書と同様の内容を記載する。 

【解説】 

本要領によりステレオ写真測量（地上移動体）を数量算出に活用する場合、下記の項目につい

て、通常の施工計画書の内容を本要領に即した内容で作成する。 

（１）機器構成 

「２－１機器構成｣に示す、地上移動体本体、ＰＣ、デジタルカメラ、ソフトウェアである

旨記載する。 

 

（２）ステレオ写真測量（地上移動体）の計測精度確認計画 

ステレオ写真測量（地上移動体）の計測精度確認計画について示す（計画の詳細は、後述「３

－５ステレオ写真測量（地上移動体）の計測精度確認」を参照）。 
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第２章 事前準備 

２－１ 機器構成 

本要領で用いる機器・システムは、下記のとおりである。 

1）地上移動体本体 

地上移動体本体は次のデータを取得・記録するセンサ、機器等で構成することを標準と

する。 

・地上移動体本体の３次元位置（Ｘ、Ｙ、Ｚ） 

・地上移動体本体の向き（方位） 

・地上移動体本体の傾斜（ピッチング、ローリング） 

2）ＰＣ 

3）デジタルカメラ 

4）写真測量ソフトウェア 

5）点群処理ソフトウェア 

6）出来高算出ソフトウェア 

【解説】 

ステレオ写真測量（地上移動体）を用いた出来高管理で利用する機器の標準的な構成を示す。 

1）地上移動体本体 

本要領の対象となる地上移動体本体は、ＴＳやＧＮＳＳにより自己位置を、また、傾斜セン

サやＩＭＵ等を搭載し姿勢情報を取得する。なお、ＧＮＳＳによる衛星測位にはＲＴＫ－ＧＮ

ＳＳ、またはネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる。 

 

2）ＰＣ 

地上移動体を構成する一部として、ステレオ写真撮影と同期し、自己位置・姿勢情報を記録

及び出力できるもの。 

 

3）デジタルカメラ 

デジタルカメラは、レンズや撮影素子を含むステレオ写真を撮影するための装置である。 

ステレオ写真撮影に用いるデジタルカメラは、同一画素のものを撮影範囲がラップするよう

２台平行に取り付けることを標準とする。 

 

4）写真測量ソフトウェア 

撮影したステレオ写真から写真測量の原理に基づき３次元図化を行い、地形や地物の座標値

を算出するソフトウェアである。 なお、ソフトウェアを動作するためのパソコンは、性能に

よっては、データ処理に膨大な時間を要する場合もあるため、ソフトウェアの推奨動作環境

（CPU，GPU，メモリなど）に留意すること。 

 

5）点群処理ソフトウェア 

算出した地形の３次元座標をデジタルカメラ基準の座標系から現場座標系へ変換する機能

を持つ。また、取得した点群データから樹木や草木、建設機械や仮設備等の不要な点を除外す
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るソフトウェアである。さらに、整理した３次元座標の点群を出来高数量算出基準を満たす点

密度に調整したポイントデータ、及び当該点群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出

来高計測結果を出力するソフトウェアである。なお、ソフトウェアを動作するためのパソコン

は、性能によっては、データ処理に膨大な時間を要する場合もあるため、ソフトウェアの推奨

動作環境（CPU，GPU，メモリなど）に留意すること。 

 

6）出来高算出ソフトウェア 

別途計測した起工測量結果と、4）で算出した出来高計測結果を用いて出来高を算出するソ

フトウェアである。 

 

 

 

図 ２－１ ステレオ写真測量（地上移動体）による出来高管理機器の構成例 
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２－２ 工事基準点 

受注者は、施工範囲の外周には、４点以上の工事基準点を設置することが望ましい。基準

点は、「作業規程」に準拠し、監督職員から指示された４級基準と３級水準（山間部では４

級水準を用いてもよい）を有する点、もしくはこれと同程度以上のものとする。 

施工及び施工管理・出来形管理で利用する工事基準点の設置にあたっては、「作業規程」

に準拠するとともに、ＲＴＫ-ＧＮＳＳ基準局、またはＴＳの設置方法と、「出来形管理要領

（土工編）」で規定される出来形計測方法に留意して配置する。 

【解説】 

地上移動体の位置情報取得で用いるＲＴＫ－ＧＮＳＳは、固定局を利用して補正情報を取得す

る場合には，基準局を設置するための工事基準点（３次元座標が既知）を必要する。また、ステ

レオ写真測量（地上移動体）の計測精度確保を目的とした確認試験を、導入前、計測期間中に実

施するためには、上記のエリアを含む施工ヤード内に、４点以上の工事基準点を設置することが

望ましい。工事基準点数が不足する場合は、新たな工事基準点を設置する必要がある。なお、固

定局を利用する場合は、この工事基準点の少なくともひとつにＧＮＳＳ基準局を設置するため（３

－３ 「ＧＮＳＳ基準局の設置」に示すローカライゼーションを行った場合を除く）、選定した基

準局候補基準点と対象敷均し及び掘削範囲間の距離と見通しを確認する必要がある。これを踏ま

えてＲＴＫ－ＧＮＳＳ補正情報の無線通信手段を決定する必要がある。また、地上移動体の位置

情報取得で用いるＴＳはＲＴＫ－ＧＮＳＳに比べ、計測距離が短いため、計測可能距離と計測範

囲に応じて複数の工事基準点を設置することが望ましい。 

ステレオ写真測量の計測精度確認に出来形の計測精度を確保するためには、現場内に４級基準

点または、３級水準点と同等以上として設置した工事基準点の精度管理が重要である。 

工事基準点の精度は、「作業規程」の路線測量を参考にし、これに準じた。 
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２－３ ＲＴＫ－ＧＮＳＳまたはＴＳの適用確認 

地上移動体によるステレオ写真計測前に、対象となる計測範囲において、ＲＴＫ－ＧＮＳ

ＳまたはＴＳが適用できることを確認する。 

【解説】 

ステレオ写真測量に用いる地上移動体の位置情報取得には、ＲＴＫ－ＧＮＳＳまたはＴＳが構

成機器の一部である。そのため、システムの適用にあたっては、ＲＴＫ－ＧＮＳＳまたは、ＴＳ

の利用可能な現場条件であることを確認しなければならない。 

ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、位置精度の保証を目的に、この解が一定に収束する場合のみ（ＦＩＸ解）、

３次元位置データを出力する仕組みであるため、この解が一定に収束しない場合（ＦＬＯＲＴ解）

には、３次元位置データは提供されず、その結果として、地上移動体からの位置情報が提供され

ない。 

従って、ステレオ写真測量（地上移動体）による計測範囲及び基準局設置位置等について、Ｒ

ＴＫ－ＧＮＳＳが適用可能なことを事前に確認する必要がある。 

一方ＴＳは、樹木、構造物、車両などの障害物により、ＴＳからのプリズムまでの視野を確保

できない場合、あるいはＴＳの無線到達範囲から地上移動体が離れる頻度が多い場合、地上移動

体からの位置情報が提供されない。 

事前にＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＴＳが適用困難と判断した範囲は、従来手法の掘削または敷均し工

の作業を行うこととし、出来高部分払い数量についても、他の手法で算出することとする。また、

ＲＴＫ－ＧＮＳＳの適用時間に制限がある場合は、これを考慮して掘削または敷均し工の工程を

計画する必要がある。 
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第３章 ステレオ写真測量（地上移動体）による土工の出来高算出方法 

３－１ 適用条件の確認 

本要領は、道路土工のうち掘削工、路体盛土工、路床盛土工、また、河川・海岸・砂防土

工のうち掘削工、盛土工におけるステレオ写真測量（地上移動体）による出来高数量算出に

適用する。 

【解説】 

1）適用工種 

本要領を適用して出来高を算出できる工種は土工とする。 

表 ３－１ 適用工種 

出来高を算出できる工種 

共通編 土工 

河川土工 

海岸土工 

砂防土工 

掘削工 

盛土工 

道路土工 

掘削工 

路体盛土工 

路床盛土工 
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３－２ キャリブレーション及びＰＣの設定 

受注者は、ステレオ写真及び地上移動体本体の位置・姿勢データを正確に記録できるよう、

計測前に地上移動体に設置したシステムのキャリブレーションとＰＣの設定を行う。 

【解説】 

キャリブレーション方法やＰＣの設定方法の詳細は、機器構成やメーカによって異なるため、

システムの製造メーカに確認し、推奨する方法により実施する。 
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３－３ ＧＮＳＳ基準局の設置 

受注者は、固定局を利用してＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いたステレオ写真測量（地上移動体）

により計測を行う場合、着手前までにＧＮＳＳ基準局を「２－２工事基準点」で規定する基

準点に設置する。 

【解説】 

（１）ＧＮＳＳ基準局の設置 

地上移動体本体を構成する機器にＧＮＳＳを含む場合には、計測前までにＧＮＳＳ基準局を

設置する必要がある。ステレオ写真測量（地上移動体）により取得される３次元座標には、Ｇ

ＮＳＳが潜在的に有する計測誤差以外に、ＧＮＳＳ基準局の設置した位置の３次元座標の誤差

が含まれるため、「２－２ 工事基準点」で規定する基準点に必ず設置すること。 

また、ＧＮＳＳ基準局を設置する基準点の選定にあたっては、ＧＮＳＳ補正情報を通信する

無線装置の性能（通信距離、指向性）を勘案する必要がある。なお、ネットワーク型ＲＴＫ－

ＧＮＳＳの利用は制限しない。 

 

（２）ローカライゼーション（座標変換） 

構築物の施工精度を確実に確保するには、設計照査の段階で、ＧＮＳＳ基準局を設置する可

能性がある各基準点の３次元座標と、ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いて計測される３次元位置座標との

残差、あるいは各基準点に対しＧＮＳＳ座標系上で算定された３次元位置座標との残差を確認

するとともに、基準点の位置座標を包括する面との残差（回転、移動、大きさ、水平ゆがみ、

垂直ゆがみ）を確認することを推奨する。 

この残差が比較的大きいと判断する場合は、基準点の確認を行う必要があると判断され、こ

の残差が比較的小さい場合は、残差の影響を最小限に留める対応として、ＧＮＳＳ座標系と現

場座標系に変換すること（ローカライゼーションと呼ぶ）を行なってもよい。 

なお、残差の大きさを判断する「しきい値」は、標準的には 10mm～30mm 程度と考えられ

るが、ＧＮＳＳでの豊富な測量経験を有する測量技術者との協議の上で設定し、ローカライゼ

ーションを行うものとする。 
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３－４ ＴＳの設置 

受注者は、ＴＳを用いたステレオ写真測量（地上移動体）により計測を行う場合、計測前

までに、ＴＳを「２－２ 工事基準点」で規定する基準点に設置する。 

【解説】 

地上移動体本体を構成する機器にＴＳを含む場合には、計測前までにＴＳを設置する必要があ

る。 

ステレオ写真測量（地上移動体）により取得される３次元座標には、ＴＳが潜在的に有する計

測誤差以外に、ＴＳの設置位置の３次元座標の誤差が含まれるため、「２－２ 工事基準点」で規

定する工事基準点に設置することが望ましい。 

なお、工事基準点上にＴＳを設置できない場合は、後方交会法により任意の未知点にＴＳを設

置してもよい。 

作業方法と作業上の留意点を以下に示す。 

・ＴＳが水平に設置されていること。 

・計測中に器械が動かないように確実に設置すること。 

・器械高及びプリズム高の入力ミスなどの単純な誤りが多いので、注意すること。 
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３－５ ステレオ写真測量（地上移動体）の計測精度確認 

受注者は、ステレオ写真測量（地上移動体）の計測精度確認のため、計測機器の導入時及

び計測前に計測精度確認試験を実施する。 

【解説】 

（１）ステレオ写真測量（地上移動体）の計測精度 

ステレオ写真測量（地上移動体）の座標計測精度は、水平・標高較差±200mm 以内とする

こと。 

 

（２）計測機器の精度確認 

①計測機器導入時 

現状では、公的な精度管理の仕組みが存在しないことから、計測システムの管理が適正に

行われていることを確認するため、現地での精度管理を実施する。 

a.既知点を用いた精度確認：受注者は、実際に利用する機器の計測最大距離以上の範囲に既

知点を１箇所配置し、既知点をステレオ写真測量により計測する。計測結果から求められ

た座標とＴＳによる計測結果の差（ｘｙ合成、ｚ）が±200mm 以内であるかを確認する。

受注者は、ステレオ写真測量を用いた計測の実施前に上記の精度確認試験を実施し、その

結果について、別添様式－１を用いて提出する。 

b.事前確認の実施：a.の現場での計測精度の確認以外に、上記と同様の手法で事前確認を実

施してもよい。この場合は、計測の実施前の６ヶ月以内に実施した確認結果を別添様式－

１にて提出すること。 

 

精度確認の標準的な確認方法を図３－１に示す。 

 

図 ３－１ 計測精度の確認方法 

 

②計測前 

下記条件に該当する場合については、計測機器導入時に加え、計測作業期間中は、１日ご

と計測前に、現地で①同様の精度確認を実施し、確認結果を別添様式－２にて提出すること。 

条件 1）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた地上移動体により計測を行う場合 

条件 2）構成機器が着脱式、または堅牢性の確保が十分でなく（カメラ、センサが外部露
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出している等）、計測期間中に各機器の位置関係が変化する場合 

 

条件１のみ該当の場合、ＲＴＫ－ＧＮＳＳの位置情報の精度確認が目的のため、地上移動

体本体の一部を既知点に当て、精度確認を実施してもよい。その場合の計測要求精度は、水

平・標高較差±50mm 以内とし、別添様式－２に確認箇所、要求精度を追記し、確認結果を

提出すること。 
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３－６ 地上移動体によるステレオ写真撮影 

受注者は、地上移動体に固定したデジタルカメラにより、計測対象範囲のステレオ写真を

撮影する。 

また、撮影と同時に自己位置・姿勢情報（位置、向き、傾き）を取得し、記録する。 

【解説】 

ステレオ写真測量（地上移動体）による計測では、計測対象物との位置関係や撮影した写真の

品質、自己位置・姿勢情報の取得精度より計測精度に違いが生じる。このため、精度の高い計測

結果を得るためには精度低下の要因となる計測条件を可能な限り排除する計測計画が重要となる。 

ステレオ写真撮影（地上移動体）に関する留意事項を以下に示す。 

①計測時の留意点 

ステレオ写真測量（地上移動体）による計測では、地上からの写真撮影を行うため、１回

で計測可能な範囲は狭小であり、複数回の計測結果を合成し広域な施工範囲の３次元点群を

取得することとなる。そのため、予め計測精度が確保される計測距離、範囲を把握し、適当

な位置から抜けのない計測が必要である。 

・精度確認を実施した最大計測距離以内に計測対象範囲が入るよう、移動しで撮影を行う。 

・計測範囲を事前にシステム製造メーカ等へ確認し、計測対象範囲の点群抜けがないよう

注意する。 

（複数回の計測範囲を重複させることで、点群抜けを防ぐことができる）   

・計測対象面とデジタルカメラの向きができるだけ正対した位置関係であること。 

・写真撮影時は安定した姿勢を保ち、精度の良い移動体の自己位置情報を取得する。 

 

②計測状況の留意点 

ステレオ写真測量（地上移動体）の計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設

機械などが配置されている場合は、地形面のデータが取得できない。このため、可能な限り

出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。また、次のような条件では適正な計測

が行えないので十分気をつけること。 

・雨や霧、雪など写真に計測対象物以外が映り込んでしまう様な気象 

・強風などで土埃などが大量に舞っている場合 

・草や木などで地面が覆われている場所  

・太陽に向かっての撮影により逆光となる場合 

・太陽の光を受け、地上移動体本体また周辺構造物の影が写真に映り込む場合 
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３－７ ３次元点群データの生成 

受注者は、写真測量ソフトウェアを用いて、撮影したステレオ写真やカメラキャリブレー

ションデータを用いて、写真測量の原理に基づき、地形、地物等の３次元座標値を算出する。 

【解説】 

以下に本管理要領に基づくデータ処理の概念とデータ処理に必要な主な機能を示す。また、ス

テレオ写真測量を実施するためには、事前に使用するデジタルカメラを用いて、撮影画像の歪み

量、レンズの中心位置、２台のデジタルカメラの位置関係等などのパラメータを把握するカメラ

キャリブレーションを実施しておくことが必要である。 

 

 

図 ３－２ ステレオ写真測量（地上移動体）のデータ処理手順 
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３－８ 点群データの処理 

受注者は、点群データ処理ソフトウェアを用いて、複数回のステレオ写真測量で得られた

計測点群データを現場座標系へ統合し、出来形部分とは関係のない不要点を除外後、出来形

部分の面データを作成する。 

【解説】 

1）計測データの座標変換 

ステレオ写真測量により生成した３次元座標点群は、地上移動体に取り付けられたデジタル

カメラを基準とした座標系が与えられているため、現場座標へ変換する必要がある。地上移動

体本体へのデジタルカメラ取付位置・傾きの情報と、ステレオ写真撮影時に記録された地上移

動体本体の位置・向き・傾斜データを用いて、現場座標へ変換する。 

 

図 ３－３ 点群データを現場座標系へ変換する方法（例） 

 

2）計測点群データの合成 

複数回のステレオ写真測量による計測点群データをひとつに取りまとめる際は、単純に現場

の３次元座標変換した各計測点座標群を合成する。 

 

 

 

 

 

 

図 ３－４ 現場座標系に変換された結果を合成する方法 

 

3）計測データの不要点削除 

①対象範囲外のデータ削除 

ステレオ写真測量は取得範囲をランダムに計測するために、被計測対象物以外の構造物の

データを含んでいる。そこで、計測結果から不要な計測データを削除する作業を行う。 

削除の方法は、点群処理ソフトウェアを用い、点群作成に使用した写真及び、計測点群デ

ータの鳥瞰図を見ながら、対象範囲外のデータかどうかを目視確認し、選択、削除する方法

が一般的である。 

  

現場で用いる座標系
X

Z

Ｙ

X

Z

Ｙ

Z

Ｙ
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図 ３－５ 対象範囲外のデータ削除 

 

②点群密度の変更（データの間引き） 

ステレオ写真測量の特徴として、写真測量ソフトウェアを用いた３次元データ化の際の特

徴点抽出状態により点群密度が変化する場合がある。また、これらの計測結果を組み合わせ

た結果では計測結果の重複や点群密度のバラツキがある。すべての計測点群データを利用し

てもよいが、全てのデータを用いることでコンピュータの処理を著しく低下させてしまう場

合は、類似の座標データから代表点を抽出して点群密度を減らす作業を行ってもよい。 

出来高数量算出に用いるデータについては、0.25 ㎡あたり１点以上が確保できる程度まで

点群密度を減らしてよい。密度の変更方法は、用途によって様々な手法が開発されているが、

座標値を変更するような処理をとってはならない。例えば、平面範囲 0.25 ㎡以内で鉛直方向

の最下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない。 

 

図 ３－６ 点群データの密度を均一にする方法（例） 

 

4）面データの作成 

前述の処理が完了した点群データを対象に不等三角網（ＴＩＮ）を配置し、出来形部分の面

データを作成する。 

自動でＴＩＮを配置した場合に、現場の出来形形状と異なる場合は、ＴＩＮの結合方法を手

動で変更しても良い。 

 

図 ３－７ 計測点群データをＴＩＮデータに変換する方法  

対象を分割して代表点のみを抽出 

（地形では最下点を代表点とする場合） 
範囲の指定 

計測対象範囲外を画面上で選択して削除 
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３－９ 出来高の算出 

受注者は、出来高算出ソフトウェアを使用し、出来形部分の面データと起工面との比較に

より、出来高数量を算出する。 

【解説】 

受注者は、出来高算出ソフトウェアを使用し、出来形部分の面データと起工面との比較により、

メッシュ法、三角柱法、プリズモダイル法、平均断面法等により出来高数量（土量）を算出し、

以下の計算式により出来高を計算する。メッシュ法で計算する場合は、スクリーニングで設定し

たグリッド 間隔で算出し、出来高数量算出のために必要となる起工面データは、監督職員の確認

を受けて使用すること。 

土質の変化や片切掘削・オープン掘削などの区分別に数量を算出する必要がある場合には、区

分別の面データを作成する。なお、これにより難い場合には、管理断面において横断図を作成し

て区分を示し、平均断面法を用いて出来高数量を算出してもよい。 

 

施工履歴を用いた出来高数量 ＝ 施工履歴による算出数量 ×（１－一定率（10％）） 

 

出来高比率（％）＝ 施工履歴を用いた出来高数量 ÷ 適用細別の全体数量 

 

出来高 ＝ 適用細別の合計金額 × 出来高比率 
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３－１０ 出来高図の作成 

受注者は、出来高算出ソフトウェアを使用して出来高図を作成する。 

【解説】 

受注者は、出来高算出ソフトウェアを使用して、出来高図を作成する。 

出来高図は、ソフトウェアで出力できる「メッシュ土量柱状図」、もしくは部分出来高として

算出に利用した面データとする。 

 

 

  



 

23 

 

 

 

 精度確認試験結果報告書 

 

計測実施日：平成 29 年 2 月 18 日 

機器の所有者・試験者あるいは精度管理担当者：（株）ステレオ写真測量 

精度 太郎 印 

 

図 機器の動作状況と精度確認結果の事例 

 

  

精度確認の対象機器 

メーカ   ：  ㈱ＡＢＣ社  

測定装置名称： ST420   

測定装置の製造番号： SN00011   

写真 

 

 

検証機器（標定点を計測する測定機器） 

ＴＳ  ：３級ＴＳ以上 

      □ＳＳ製 ○○（２級） 

写真 

 

測定記録 

測定期日：平成２９年２月１８日 

測定条件：天候 晴れ 

     気温 ８℃ 

測定場所：（株）ステレオ写真測量 

 現場内にて 

精度検証対象機器と既知点の距離： ○m 

写真 

 

精度確認方法 

■既知点の座標較差 

  

 

（様式－１） 
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精度確認試験結果（詳細） 

① ステレオ写真測量による確認 

 

 計測結果 

Ｘ Ｙ Ｚ 

44044.725 -11987.621 17.894 
 

② TS による検査点の確認 

 

 

 計測結果 

Ｘ’ Ｙ’ Ｚ’ 

44044.7 -11987.638 17.870 
 

③差の確認（測定精度） 

ステレオ写真測量による計測座標 ―  TSによる計測座標 

較差[m] 

ΔＸ ΔＹ ΔＺ 

0.025 0.017 

0.024 √(ΔＸ2+ΔＹ2） 

0.030 

基準 0.2ｍ(200 ㎜)以内 
0.2ｍ(200 ㎜） 

以内 

  

図 機器の動作状況と精度確認結果の事例 
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